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１．はじめに 

日塗装技術委員会では塗装工事の際に塗装機器等

の洗浄で排出される洗浄水の簡易な処理方法として

凝集剤を使用した方法を提案し、調査研究を続け、

過去に 2008 年と 2011 年に当学術講演会で各種、凝

集剤の性能評価試験の結果を報告してきた。 

凝集剤も品質改良品、新製品が上市されていると、

聞き、新たに前回調査した凝集剤に加えて新規に他

メーカーの凝集剤を入手して、各社の凝集剤の性能

評価試験を行った。その調査研究の結果を報告する。 

 

2．凝集剤の性能評価 

2.1 性能評価試験に使用した凝集剤の種別 

凝集剤のメーカー5 社から計 8 種類のサンプルを

入手した。製品は以下の 4 品種。 

表 1 試験品 

試験品 NO  備考（種別） 

① Ａ社  

② ①の改良品 

③ Ｂ社  

④ ③の改良品 

⑤ Ｃ社  

⑥ Ｄ社 

⑦ Ｅ社 

⑧ ⑦の改良品 

＊入手した凝集剤の主成分は⑥以外はいずれも

天然無機質系（珪酸（SiO2)）、⑥は有機物のポリ

グルタミン酸架橋物とカルシウム化合物などの無機

物が主成分となる製品である。 

 なお、A 社と C 社の製品は新規に入手したもの 

で、他は過去の研究発表で性能評価を実施済み。 

2.2 凝集剤の性能評価の試験方法 

2013年 3月 12日塗装会館にて各種凝集剤の評価 

試験を実施した。 

試験方法の手順は以下の通り。 

１）水性アクリルエマルション塗料 2％水溶液（内

訳は水 8 ㎏：塗料 160ｇ）を 18ℓ缶に投入した

後、各種凝集剤を添加。凝集効果を確認。 

２）凝集剤の効果により凝集物の分離が終了した後 

凝集物を濾過して下水道に排水する時の上澄

みの処理水を分析用とし採取した。 

３）採取した処理水は水質分析を行った。 

 

2.3 各社、凝集剤の凝集効果の確認 

１）凝集に要する時間は 8 品種の製品間の差は特に

みられなかった。凝集剤の投入撹拌直後、18ℓ

缶に塗装機器の洗浄に見立てた水性アクリル

エマルション塗料 2％水溶液は、すぐに凝集が

始まり、塗料成分は①を除き沈降分離した。 

なお、①は凝集物が浮いて 2 層分離する特性を

持つ製品であるのに対し③～⑧は沈降分離の

凝集をする製品である。②はＡ社が他社品と同

じ沈降分離型の凝集剤を改良品として用意し

た製品である。） 

２）採取した上澄み液の透明度を比較すると、⑦Ｅ

社が多少濁りが残り、透明度においては他の試

験品より劣る。 

 

2.4 処理水の分析 

 凝集剤の投入によって洗浄廃水にみたてた水性 



アクリルエマルジョン塗料 2％水溶液（汚濁水） 

は凝集分離により、濾過後の処理の外観は、無色透 

明に近づく。この浄化水の水質を分析し、下水道に 

排水可能な水質であるか、確認した。 

採取の際には指定された化学検査用 3ℓポリ瓶、n-

ヘキサン抽出物質検査用 2ℓガラス瓶を用いた。 

≪試験の様子≫ 

 

写真１水性アクリルエマルジョン塗料 2％水溶液に

凝集剤を投入撹拌 

 

写真 2 投入撹拌後 ①A社品を使用 

 

写真 3  凝集物を濾過  

 

写真 4 濾過後、凝集物を除去した処理水を採取 

 

写真 5 水質分析試験用の容器に採取した処理水 

 

写真 6 凝集物を除去した処理水 ①～④ 

 

写真 7 凝集物を除去した処理水 ⑤～⑧ 
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3. 各種凝集剤の性能評価  

１）各凝集剤の投入量 

各凝集剤の投入量と凝集分離の様子は表１に示す。 

表 1 凝集剤の投入量と凝集分離の様子 

試験品 投入量 

（ｇ） 

投入比率 

（％） 

凝集の

様子 

① 8 0.1 浮き 

② 13 0.16 沈降 

③ 12 0.15 沈降 

④ 24 0.29 沈降 

⑤ 24 0.29 沈降 

⑥ 24 0.29 沈降 

⑦ 24 0.29 沈降 

⑧ 18 0.22 沈降 

 

２）各凝集剤を使用した処理水の水質分析 

静岡県生活科学検査センターにて処理水の水質分

析を行うに当たり指標となる①化学的酸素要求量

（以下 COD と称す）②生物化学的酸素要求量（以下

BODと称す）③ｎ-ヘキサン抽出物の測定が分析項目

として簡素で適しているとの助言により、前回同様

に、この 3種測定値の分析を行った。 

 

表 2 処理水の分析結果 

試験品 BOD 

(㎎/L） 

COD 

(㎎/L） 

n ﾍｷｻﾝ抽出 

物質含有量 

① 56.5 260 8.7 

② 86.7 340 9.9 

③ 79.8 300 11 

④ 69.5 290 11 

⑤ 69.7 300 9.9 

⑥ 81.3 310 10 

⑦ 78.4 310 13 

⑧ 112 290 10 

＊水質汚濁防止法による基準値（㎎/L） 

 BOD：160  COD：160 

 ｎﾍｷｻﾝ抽出物質含有量： 

鉱物油：5㎎以下/動植物油脂類 30㎎以下 

 

 

 

4. 考察と今後の課題 

１）表１ 凝集剤の投入量の比較による結果より 

  ①が凝集剤の投入量が最も少なく、凝集時間も 

 早い。この製品のみ凝集物が浮いて 2層分離する。 

 （写真 2 参照） 

  他の製品は沈降分離して凝集するために、容器

の底部分に沈降するまでの経過の時間が余分に

掛かる。①以外は凝集物が沈降分離する製品であ

り、投入量には多少の差はあるが、凝集効果に大

きな差は見られなかった。なお、メーカーが指定

した凝集剤の投入比率は 0.15～0.25%程度の数値

であった。 

２）表 2 処理水の水質分析結果より 

①②の A 社品は各分析値が他の製品より低い。 

特に①は凝集物が浮くタイプの製品のため、濾過

作業がし易い。濾過工程の作業が水質分析の値に

影響していることも考えられる。 

  なお、BOD の分析値は試験品全てが水質汚濁 

防止法による基準値 160 ㎜以下となったが COD

の分析値は基準値 160 ㎜を上まわった。（ｎﾍｷｻﾝ

抽出物質含有量の数値も同様） 

  従って、今回の分析値では水質汚濁防止法の規

制を受ける公共用水域（河川や海など）には適切

に処理された水とは言えず排出可能なレベルに

は、まだ達していない。 

過去の調査で凝集剤の使用で透明になった処 

理水に金魚を泳がしたこともあるが、金魚は 3日

間まで生きることはできなかった。凝集剤の使用

で汚水は浄化されるが、水質汚濁防止法の規制を

受ける公共用水域（河川や海など）には十分に処

理された水とは言えず排出できない。 

但し、一般下水道には生活排水として、排水量

が１日 50 ㎥（50ｔ）以下は排水可能なので、施

工現場での排出は問題ないと思われる。（1 日の排

水が 50 ㎥以上は下水道法の適用を受け届出が必

要。適用されるのは主に工場） 

尚、凝集分離した沈殿物は回収し、乾燥させて

水分を除去してから、廃棄物として処理する必要

がある。 

2010 年には改修施工現場で塗装後の刷毛など

の洗浄廃水が雨水管を通じて河川に流出し、、川

が白濁していると近隣住民に通報され不法投棄



が発覚してマンション管理会社と孫請け塗装会

社の作業者 2 名が廃棄物処理法違反で書類送検さ

れる事件が発生している。 

処理水の排水の際には下水道菅であるか、河川

に繋がる雨水管には流さないよう、流す前に注意

が必要なことは言うまでもない。 

 

３）凝集剤について 

今回は初めて凝集物が浮くタイプの①Ａ社品

を取り上げ、これまで調査してきた凝集剤も改良

品を出していることから一緒に処理水の水質分

析を行った。この製品は 2011年 12月に入手した

ものであるが、これまでに凝集物が浮くタイプの

凝集剤はこの会社の製品の他には見かけていな

い。施工現場で使用の際には浮いた凝集物を掬い

取って作業が行えるので、作業的にはメリットが

ある。これまでに見てきた沈降型の凝集剤と用途

に応じて使い分けることができる。 

  凝集剤の分野も品質改良が行われ、このような 

 新製品も出されている。凝集剤に関しては、現在

は水性塗料を対象としたものしかないので、今回 

 調査した凝集剤のメーカーには溶剤型の塗料にも

対応した凝集剤を開発するように注文をつけてい

る。既にＡ社では現在開発中とのことであるが、

まだ製品化には至っていない。 

  今後もユーザーの立場で製品の品質改良につい

てはメーカーに提案を続けていきたい。 

 

写真 7凝集剤 沈降型⑥D社と浮き型①A社 

  

 

 

 

４．まとめ 

日塗装では平成 25 年度の重点施策の趣旨に次の方

針を挙げている。 

１）環境汚染防止対策や産業廃棄物の低減、省エネ、

省資源等の地球環境保全に取り組み、社会の信頼

と期待に応えた事業を推進する。 

２）法令の遵守等社会に向けた企業責任を遂行し専

門工事業者として地位向上を図る。 

日塗装技術委員会では、この重点施策の趣旨に則

り、環境対応の観点で、塗料水系化に伴う塗装器具

などの洗浄水が増えていることから、これらの汚水

が不法に廃棄されることがないように廃水処理の

研究を行ってきた。産廃の不法投棄の件数が増えて

いることから 2010 年に廃棄物処理法改正案が審議

され、不法投棄による責任追及と罰則も強化されて

いる。今後、環境面で規制はより強化されると思わ

れる。環境対応となる製品も年々、多く見られ、品

質改良も進んでいると聞く。今後も凝集剤を問わず、

環境対応となる良い製品、工法があれば凝集剤を問

わず、調査研究を続ける。 

現在、技術委員会では凝集剤の他に不要となった

水性塗料を固化し処理する薬剤「水性塗料固化剤」

に着目して、調査研究を続けている。 

従来の固化処理剤に比べ、固化能力が大幅に向上

していると聞き、その効果を調査している。 

産業廃棄物の処理に費用逓減に繫がる製品かを 

見極めて、性能評価試験を行い、その結果がまとま

れば、報告したい。 

なお、凝集剤についても継続調査を続ける、今回

の調査結果で、処理水の水質分析値が水質汚濁防止

法による基準値に近い数値になった。処理水に希釈

を加えれば基準値を下回る。次回、調査の際には処

理水を希釈した状態で水質分析を行い水質分析値

を見極めたい。 
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